
県人事委員会勧告概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

青

年

ペ
ー
パ
ー 

臨
時
的
給
与
削
減
!! 

３
％ 

４
年
間
・
・
・ 

交
渉
で
き
る
の
は
『
組
合
』
だ
け 

  

臨
時
的
賃
金
削
減
地
公
労
交
渉
②  

10
月
8
日
に
県
当
局
よ
り
地
公
労
に
対
し
て
、
県
財
政
危

機
に
よ
る
職
員
の
臨
時
的
賃
金
削
減
に
つ
い
て
の
2
回
目
の

説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
冒
頭
副
知
事
か
ら
「
県
政
を
預
か
る

者
と
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
り
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て

い
る
」
と
謝
罪
が
あ
り
ま
し
た
が
、
続
け
て
、
「
収
支
不
足
を

埋
め
き
れ
な
い
状
況
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
持
続
可
能
な

財
政
運
営
を
確
立
す
る
た
め
臨
時
的
な
給
与
削
減
の
協
力
を

お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
る
」
と
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に

し
な
い
ま
ま
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
に
、
納
得
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
、
地
公
労
と
し
て
提
案
は
受
け
ら
れ
な
い
と
判
断

し
て
い
ま
す
。
提
案
内
容
は
報
道
の
通
り
、
３
％
４
年
間
。
そ

の
間
に
県
財
政
が
標
準
化
す
る
保
証
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
労

使
合
意
が
前
提
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
今
後
も
交
渉
に
臨
ん

で
い
き
ま
す
。 

『
人
事
委
員
会
の
存
在
意
義
に
か
か
わ
る
発
言
』 

人
事
委
員
会
は
条
例
案
に
対
し
て
、
「
職
員
の
給
与
は
、
地

方
公
務
員
法
に
定
め
る
給
与
決
定
の
原
則
に
よ
る
べ
き
も
の

で
す
が
、
減
額
措
置
は
本
県
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
鑑
み
と
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。」
と

意
見
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
事
委
員
会
は
勧
告
に
基
づ
か

な
い
給
与
決
定
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
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新潟県高等学校教職員組合 

新潟市中央区川岸町 2-11-4 

TEL:025-265-4151 

FAX:025-231-1036 

Mail:shinkoukyou 

@beach.ocn.ne.jp 

青年部担当 

浅川 智之 

青年部関係集会の紹介 

◯8/4～8/5（福井） 

～北ブロカリキュラム編成講座～ 

◯9/28～9/29（東京） 

～高校教育シンポジウム～ 

◎10/5～10/6（東京） 
～日教組 TOMO-KEN～ 
◯10/12～10/13（岡山） 

～平和集会～ 

◯11/16（東京） 

～教育改革全国キャンペーン～ 

◎11/23～11/24（福井） 
～北陸ブロック青年討論集会～ 

新
高
教 

青年部クイズ④  
（ ）―（ ）＝ カ 
( )に１文字ずつ入れて完成す
る楽器は？ 
わかった人は本部まで 
正解者には抽選ですてきなプ
レゼントが・・・（10月末締切） 

前号の答え：６ 
 

3
月
29
日
に
時
間
外
勤
務
命
令
の
時
間
及
び
月

数
の
上
限
等
が
規
制
さ
れ
ま
し
た
。
県
教
委
は
10
月

を
め
ど
に
方
針
を
策
定
す
る
と
し
て
い
ま
す
。 

『
検
討
さ
れ
て
い
る
方
針
』 

①
7
限
授
業
を
廃
止
し
放
課
後
の
時
間
を
確
保 

②
学
校
独
自
検
査
の
廃
止
・
見
直
し 

③
標
準
単
位
を
上
回
る
授
業
時
数
の
見
直
し 

④
部
活
の
終
了
時
刻
を
早
め
る 

⑤
時
間
外
に
行
わ
れ
て
い
る
業
務
の
廃
止 

（
補
習
・
学
校
行
事
・
合
宿
・
登
校
指
導
） 

学
校
総
括
安
全
衛
生
委
員
会
の
資
料
で
は
、
4
月

～
6
月
で
約
44

%
の
職
員
が
45
時
間
を
超
え
て
時

間
外
勤
務
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
時
間
労
働
が
常
態

化
さ
れ
て
い
る
現
状
の
改
善
が
必
要
で
す
。 

県
立
学
校
の
教
師
の
勤
務
時
間

の
上
限
に
関
す
る
方
針
の
策
定 

 県人事委員会は10月10日、県議会及び知事に対して、 

本県職員の給与について勧告・報告を行いました。 

【概要】 

１．月例給６年連続の引き上げも若年層止まり 

※大卒初任給1,500円 高卒初任給1,900円引上げ 

 

２．行政職４級の号給増設（８号増設：3,200円） 

 

３．期末・勤勉手当は 

民間と均衡していることから据置き（年間4.45月） 

※民間は4.46月 

国と異なる支給月数は09年以来10年ぶり 

→国は0.05月引上げ 

 

４．住居手当の見直しは見送り 

※国は家賃額下限4000円（12,000円→16,000円）引上げ 

手当額上限1,000円（27,000円→28,000円）引上げ 

→これによって、59,000円未満の家賃額者については手

当支給額が引き下がる 

時間外勤務命令の限度時間(19年4月1日より)) 
 原則 例外 

1月 45時間以内 100時間未満 

1年 360時間以内 720時間以内 

長時間勤務教職員の人数 

 4月 5月 6月 

対象（人） 3659 3659 3658 

45h～59h 464 532 532 

60h～79h 580 601 624 

80h～99h 308 332 211 

100h～ 211 215 105 

「在校等時間」には 
給特法による「超勤4項目」 
以外の業務も勤務時間に 
含まれます。 

 


